
単品スライド条項運用の手順（減額スライドの場合） 

 
１．適用対象工事の抽出             

  
    ○ 発注者が減額スライドの対象となるか試算（様式４、様式４－１） 

・鋼材類の場合 
工程表等で現場搬入時期を判断する 

・燃料油の場合 
単価は工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの

各月における実勢価格の平均（工程表等で購入月が判断できる場合は、その期

間の平均） 
数量は機労材集計表の数量 

 
２．スライド請求             

 
○ 発注者より工期末の２月前までに請求（様式１―１）    

 
３．スライド額の協議開始日の通知（スライド請求日から７日以内） 
 

○ 受注者の意見を聞いて、協議開始日を決定し、受注者に通知する 
 

４．スライド額協議開始          

 
① 発注者よりスライド額の請求（様式２―１、様式４、様式４－１） 
② 受注者より異議を申したてる場合、様式３―４及び証明資料の提出 
③ ②を受理した場合、証明資料の確認 
④ ③の結果、適当な購入金額と認められ、かつ購入金額が高い場合は、購入金額

を採用しスライド額を算定する 
 

５．スライド額決定（スライド協議開始から１４日以内） 

 
○ 協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知 

     ○ 通常の変更による請負額に対して、スライド額を算出すること 
 

６．スライド変更契約           

      
○ 工期末に変更契約 



スライド条項運用における工事打合せ簿等記載例（減額の場合） 

 

１．請求（発注者）                      第２５条５項 

 

 

 

 

 

７日以内 

２．通知（発注者）                      第２５条８項  

スライド請求について 
佐賀県建設工事請負契約約款第２５条に基づき、別添のとおり、請負代金

の変更を請求します。（様式１―１） 

 

 

 

 

 

 

 

３．協議（発注者）                     第２５条７項 

スライド額協議開始日について 
佐賀県建設工事請負契約約款第２５条に基づき、平成２０年○月○日をス

ライド額協議開始日としたので通知します。 

 
スライド額の請求について 

佐賀県建設工事請負契約約款第２５条に基づき、別添のとおり、請負代金

の変更をされたく協議します。（様式４、様式４－１） 

 

 

 

 

                スライド額協議開始より１４日以内に決定する 

 



申請・協議の手続きフロー 

 

 

工期開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

単品スライドの請求 

 

 

協議開始の日を通知 

 

 

 

 

 

 

協議開始 

 

 

協議終了 

 

 

 

 

 

工期末 

１週間以内 

２週間以内 

(４５日メド) 

２ヶ月以上
設計変更(通常) 


